
【開示体制】

営業部門 生産部門

・情報集約

取締役会 監査役会 ・開示の要否

内部統制

・開示資料投函

報道機関 HP公開

　・取締役会で決定された重要事実または重要な発生事実に関しては、情報取扱責任者

　　である情報開示担当役員が情報を集約します。

　・情報取扱責任者の指示にもとづき管理本部が適時開示規則に沿ってEDINET

　　での開示手続きを行うと共に報道機関、当社ホームページへの公開を実施しております。

管理本部

情報開示担当役員
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